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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づいて，日本工業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業

大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，

このような特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS A 8202-1 には，次に示す附属書がある。 

附属書（規定）重大な危険源のリスト 

JIS A 8202 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS A 8202-1 第 1 部：シールド及び推進機の要求事項 

JIS A 8202-2 第 2 部：自由断面トンネル掘削機の要求事項 
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日本工業規格          JIS 
 A 8202-1：2007 
 

トンネル工事機械－安全－ 
第 1 部：シールド及び推進機の要求事項 

Tunnelling machines－Safety－ 
Part 1: Requirements for shield machines and horizontal thrust machines 

 
序文 この規格は，JIS B 9700-1 のまえがきに示すタイプ C 規格（個別機械安全規格）である。 

 

1. 適用範囲 この規格は，すべての種類のシールド，推進機及びその後続設備の安全要求事項について

規定する。代表的な機種を，付図 1～10 に示す。 

シールドには，常に覆工部材としてブロック（通常，セグメントと呼ばれる。）を使用し，それらを組み

立ててできる覆工［3. d)参照］を押して，その反力で前進するすべてのトンネル掘削機を含む。 

推進機には，坑口からトンネルの覆工を押し込む工法に用いられるすべてのトンネル掘削機を含む。 

後続設備には，トンネル掘削機とともに移動する後続設備及び定置形後続設備を含む。 

この規格は，製造業者が意図し，かつ，予見した条件の下に使用したときに，シールド，推進機及びそ

の後続設備（以下，単に機械ともいう。）に直接かかわる重大な危険源のすべて（附属書参照）を考慮して

おり，それらから起こるおそれのある危険を除去し，又は低減するための方策を具体的に示している。 

 

2. 引用規格 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで，発行年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって，その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は，その

最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 8301 土工機械－整備用開口部最小寸法 

JIS A 8302 土工機械－運転員・整備員の乗降，移動用設備 

JIS A 8307 土工機械－ガード－定義及び要求事項 

JIS A 8310-1 土工機械－操縦装置及び表示用識別記号－第 1 部：共通識別記号 

JIS A 8310-2 土工機械－操縦装置及び表示用識別記号－第 2 部：特定機種，作業装置及び附属品識別

記号 

JIS A 8312 土工機械－安全標識及び危険表示図記号－通則 

JIS A 8315 土工機械－運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間 

JIS A 8316 土工機械－電磁両立性(EMC) 

JIS A 8323 土工機械－運転席及び整備領域－端部の丸み 

JIS A 8326 土工機械－運転座席－寸法及び要求事項 

JIS A 8334 土工機械－取扱説明書－内容及び様式 

JIS A 8340-1 土工機械－安全－第 1 部：一般要求事項 


